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お知らせお知らせ
実施します
平成３０年住宅・土地統計調査
　総務省・東京都・町田市では、「平成
３０年住宅・土地統計調査」を１０月１
日現在で実施します。
　この調査は、統計法に基づいて実
施される国の重要な調査です。調査
結果は、住生活関連諸施策の基礎資料
や耐震、防災を中心とした都市計画の
策定など、幅広く利用されています。
　調査が行われる地域では、９月上
旬に調査員が案内チラシを配布しま
す。調査対象に選出された約７１００
世帯の皆さんには、９月末までに調
査員が訪問し、調査票を配布します
ので、ご理解・ご協力をお願いします。
※調査員は顔写真付きの「統計調査
員証」を携帯しています。
問市政情報課☎７２４・２１０６
多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線（多摩市聖ケ丘五丁目～南
野三丁目間）建設事業の対象計画策
定に関する

オープンハウスを開催します
　多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線の整備について、東京都は
環境評価手続きを進め、８月に鶴牧
区間及び諏訪・永山区間における計
画案を選定しました。この計画を案
内するオープンハウスを開催しま
す。

日①９月７日㈮正午～午後４時②９月
８日㈯午後０時３０分～４時３０分
※両日とも同一内容です（入退場自
由）。
※担当者が対応できるまで時間をい
ただく場合があります。
場①多摩市立諏訪地区市民ホール１階
第１会議室（多摩市諏訪５－４）②多摩市
立鶴牧・落合・南野コミュニティセン
ター（トムハウス）１階ホール（多摩
市落合６－５）
※駐車場はありません。
問東京都都市整備局都市基盤部街路
計画課☎０３・５３８８・３３２８、東京都建
設局道路建設部計画課☎０３・５３２０・
５３１８、町田市道路政策課☎７２４・１１２４

市民意識調査を実施します
　市では、市民の皆さんが日常生活
で感じていることや、市政に対する
意見を伺うため、「町田市市民意識調
査」を実施しています。
　住民基本台帳から無作為で抽出し
た対象の方５０００人に、郵便で調査
票をお送りします。ご協力をお願い
します。
対１５歳以上８０歳未満の方（２０１８年
４月１日現在）
回答期限９月２６日まで
調査方法郵送配布・回収
調査票自己記入式・無記名
問企画政策課☎７２４・２１０３
仕事とこころ「いのち」支える！
総 合 相 談 会
　自殺は個人的な問題と思われがち

ですが、その背景には、失業・多重債
務等の経済・生活問題、健康問題、家
庭問題など、さまざまな悩みが絡み
合っています。市では、その「悩み」を
解決する糸口を一緒に探すため、精
神保健福祉士や弁護士、ハローワー
ク相談員・社会福祉士・保健師・高齢
者支援センター職員などの行政職員
等が無料で相談に応じる総合相談会
を開催します。相談のほか、申請や手
続きの助言、関係機関・行政の担当窓
口などをご案内します。
※匿名での相談、家族・友人の相談も
できます。
※混雑状況により、お待ちいただく
場合や相談件数により受付終了時刻
が早まる場合があります。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月１３日㈭午前１１時～午後４時
（受付時間＝午前１０時４５分～午後３
時１５分）
場生涯学習センター６階視聴覚室・
学習室
問健康推進課☎７２４・４２３６
特別養護老人ホーム「グランハート
悠々園」が
開 所 し ま し た
　入所者の決定方法は、申し込み順
ではありません。入所の必要性を総
合的に判断して決定します。
定９０人（全室個室）
申町田市共通入所申込書に必要事項
を記入し、郵送で特別養護老人ホー
ム「グランハート悠々園」（〒１９５－

００７４、山崎町２０５５－１）へ。
※町田市共通入所申込書はグランハ
ート悠々園、高齢者福祉課（市庁舎１
階）で配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
※ご質問等は、グランハート悠々園
（☎７９４・６８７２）へお問い合わせ下
さい（受付時間＝祝休日を除く月～
金曜日の午前９時～午後５時）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
大地沢青少年センター～２０１９年３
月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申９月１日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※当日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※３月５日、１２日、１９日、２２日は利用
できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０１９年３月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申９月１日午前８時３０分から電話で自
然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ（自然
休暇村ホームページで申し込みも可）。
※３月１２日、１３日は利用できません。

町田市民病院　選定療養費を改定します
問町田市民病院代表☎７２２・２２３０

民生委員が高齢の方の　ご自宅を訪問します
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

　町田市民病院は、地域医療支援
病院の承認を受けたことに伴い、
選定療養費を改定します。
　他の保険医療機関からの紹介状
なく受診した方には、初診時の選
定療養費として５４００円（歯科は
３２４０円）をご負担いただきます。
　地域の医療機関からの紹介状を
お持ちいただければ、今までどお
り選定療養費のご負担なく受診す
ることができます。
　また、地域の医療機関への紹介
の申し出を行ったものの引き続き

受診された方には、再診時の選定
療養費として２７００円（歯科は
１６２０円）をご負担いただきます。
　現在は、初期のかぜ等、比較的軽
症と思われる患者も多く、診察や
検査の待ち時間を短縮できていな
いのが実情です。入院が必要にな
るような重症患者や緊急性の高い
患者への治療等、当院の果たすべ
き役割に注力するため、地域の医
療機関との役割分担と連携強化に
ご理解・ご協力をお願いします。

　平成３０年第３回市議会定例会
（９月議会）が８月２７日に開会され
ました。今議会には平成３０年度一
般会計補正予算など４５議案が提
案されました。
　議案の内訳は予算５件、条例５
件、契約８件、道路２件、その他２３
件、認定２件となっています。会期
は９月２７日までです。

予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計が
６３億３６３３万１千円、特別会計で
は２０１７年度決算の確定に伴う繰
越金及び清算に伴う返還金等を計
上し、３０億５６２８万８千円の補正
を行い、一般会計と特別会計の合
計は９３億９２６１万９千円となりま
した。
　主な内容は次のとおりです。
【安心して生活できるまちのために】
○２０１８年６月１８日に大阪府北部
で発生した地震によるブロック塀
倒壊の事故を受け、災害に強いま
ちづくりを推進する「学校施設ブ
ロック塀等撤去・改修事業」「ブロ
ック塀等撤去助成事業」
○地域の多様な課題を解決するた
め、地域住民や企業などとの橋渡
し役を担い、地域団体への支援を
行う「（仮称）地域活動サポートセ
ンター」の開設に向けた準備をす
る「新たな地域協働推進事業」
【暮らしやすいまちづくりのために】
○２０１９年８月からの小山田桜台、
多摩南部地域病院間の小型バス導

入開始に向けて、運行に支障とな
る交差点の改良や安全対策等の走
行環境整備を行う「路線バス利用
促進事業」

条 例 案
○職員を派遣することができる団
体を追加するため、所要の改正を
する「公益的法人等への町田市職
員の派遣に関する条例の一部を改
正する条例」
○行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関
する法律（番号法）の改正に伴い、
関連する規定を整理するため、所
要の改正をする「町田市個人番号
及び特定個人情報の利用等に関す
る条例の一部を改正する条例」
○建築基準法の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市手数料条例の
一部を改正する条例」
○建築基準法の改正に伴い、関連
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市地区計画の区
域内における建築物の制限に関す
る条例の一部を改正する条例」
○「南町田拠点創出まちづくりプ
ロジェクト」において再整備する
鶴間公園のスポーツ施設等に関す
る規定を整備するため及び指定管
理の業務対象となる公園種別を追
加するため、所要の改正をする「町
田市立公園条例の一部を改正する
条例」

９月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎７２４・２１０４

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

９月１０日㈪午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎７２４・８４０７）へ

町田市教育委員会
定例会

９月１４日㈮午
前１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－３～５

会議当日に教育総務課（市庁
舎１０階、☎７２４・２１７２）へ

　市では、地域で見守り、支え合う
活動を推進しています。今年度も
９月から民生委員が、６月１日現在
７０歳以上のひとり暮らしの方、
７５歳以上の方がいる世帯を訪問
します。
※お住まいの地区により訪問の時
期は異なります。
※訪問時には、主な高齢者福祉サ
ービス一覧のほか、交通安全や防

犯のチラシをお配りします。
長寿祝金を贈呈します
　民生委員の訪問時に、対象の方
がいる場合は、長寿祝金を贈呈し
ます（申し込みは不要）。
対９月１日現在、市内に引き続き１
年以上居住している１００歳の方
※１００歳＝大正６年９月２日～大正
７年９月１日生まれの方
贈呈金額１万円


